
【相双地区】

渡辺病院 新地町

医療法人社団養高会高野病院 広野町

(医)邦諭会とみおか診療所 富岡町

福島県内における看護職を目指す学生のための奨学金制度を
有する医療機関等一覧（相双）

病院名 所在地

公立相馬総合病院

医療法人社団茶畑会相馬中央病院

医療法人社団青空会大町病院

相馬市

南相馬市

医療法人慈誠会介護老人保健施設ヨッシーランド

公益財団法人金森和心会雲雀ヶ丘病院

介護老人保健施設長生院



【相双地区】

所在 連絡先

相馬市
0244-36-5101

総務課総務係

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

所在 連絡先

相馬市 0244-36-6611

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

なし ― ―

奨学生であった者が奨学金の貸与を受けた
期間を超えて病院に勤務したとき、全部又は

一部の返還免除
― ―

月額６０,０００円 ― ―

在学又は在所の就学期間 ― ―

―

免許取得後、奨学金貸与期間の２倍以上の期
間、法人に勤務で全額免除。また、免許取得でき
なかった場合でも准看護師免許保持者であれ
ば、看護師免許取得に係る最短の就学年数の３
倍相当期間、法人に勤務すれば全額免除。

就学資金返済期間は１０年間、無利子とする。

免許取得後、奨学金貸与期間の２倍以上
の期間、法人に勤務で全額免除。

卒後、在学期間相当以上の期間、勤務す
れば免除。

なし
※ただし、返還すべき日までに返還しなかった場合は延滞利息あり。

・奨学資金は月額１００，０００円以内
授業料・教材費・実習費等
※入学金は別途貸与できる

・就学資金は月額８０,０００円以内
（奨学資金貸与期間内）

・奨学資金は月額４０，０００円以内
授業料・教材費・実習費等
※入学金は別途貸与できる

・就学資金は月額３０,０００円以内
（奨学資金貸与期間内）

法人職員で通信制看護学校在学中の職員
に対して、スクーリング出席時は出張扱い

とし、出張旅費を支給する。

―
在学期間

※ただし留年時は１年間のみ延長可能

当法人の職員で通信制看護学校に進学す
る者で、引き続き、当法人にて勤務する者

資格取得が見込まれる学校等を卒業後、当法人にて勤務することを希望する在学生

決まっていない

医療機関名 奨学金の名称

医療法人社団茶畑会相馬中央病院 医療法人社団茶畑会看護師等奨学資金貸与

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

・保健師助産師看護師法第２０条第１号及び第２号、
第２１条第１号から第３号に規定する学校又は養成所

に在学又は在所していること。
・資格取得後、当院に勤務することができること。

・同種の修学のための資金の貸与又は給与を受けて
いないこと。

― ―

決まっていない

医療機関名 奨学金の名称

公立相馬総合病院 公立相馬総合病院看護師等奨学金貸与

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

― ―



【相双地区】

所在 連絡先

南相馬市
0244-24-2333
総務課

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

所在 連絡先

南相馬市 0244-24-0000

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

―

医療機関名 奨学金の名称

医療法人慈誠会介護老人保健施設ヨッ
シーランド

看護師等奨学資金の支給及び就学資金の助成

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

年利１１％

奨学金は貸与期間の２倍以上の期間を勤務した場合全額免除。就学助成貸付は卒業後１０年以内に返済する。
（貸付期間の２倍以上勤務した場合は無利子とする）

【奨学金及び入学金・授業料・教材費相当額】
①月額４０，０００円

②入学金・授業料・教材費相当額
【就学助成貸付（生活資金）】

①看護学校：月額９１，０００円以内
②看護学校：月額７３，０００円以内

【奨学金及び入学金・授業料・教材費相当額】
①月額２０，０００円

②入学金・授業料・教材費相当額
【就学助成貸付（生活資金）】

①看護学校：月額９１，０００円以内
②看護学校：月額７３，０００円以内

【奨学金及び入学金・授業料・教材費相当額】
①月額４０，０００円

②入学金・授業料・教材費相当額
【就学助成貸付（生活資金）】

①看護学校：月額９１，０００円以内
②看護学校：月額７３，０００円以内

【スクリーニング時休暇10日、交通費実費支給】
（注）勤務しながら通信制を受講する場合は奨学金・

就学助成貸付はない

在学期間
在学期間
（中途可）

・看護師養成機関の在学生または新入生で、
受給期間以上の勤務を希望する者

・本病院勤務の職員で通信制看護学校に進学
する者

看護師養成機関の在学生または新入生で、受給期間以上の勤務を希望する者

決まっていない

養成機関の学則の定める修学年限

―誓約書にもとづき借入期間の２倍の期間以上本施設に勤務した場合

月額４０，０００円
入学金、授業料、教材費相当

月額２０，０００円
入学金、授業料、教材費相当

―

―

・看護師養成機関の在学生、若しくはこれらの機
関に入学を許可されたもの

・看護師養成機関に進学する慈誠会の職員
　但し、卒業後本施設に勤務できる学生

・准看護師養成機関の在学生、若しくはこれらの機
関に入学を許可されたもの

・准看護師養成機関に進学する慈誠会の職員
　但し、卒業後本施設に勤務できる学生

―

―

なし

決まっていない

医療機関名 奨学金の名称

医療法人社団青空会大町病院 奨学金支給及び就学助成制度

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生



【相双地区】

所在 連絡先

南相馬市 0244-23-4166

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

所在 連絡先

南相馬市 0244-22-6000

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

在学期間　3年間 在学期間　2年間

月額50,000円
入学金、授業料、実習費、その他必要とされるもの

―

―

なし ―

―

医療機関名 奨学金の名称

介護老人保健施設長生院 奨学金貸与

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

―

学校納付資金（年額30万円以内）、
修学資金（月額5万円以内）

正規の修学期間

当法人の職員であって看護師養成学校に
在学している

将来精神障害者の医療厚生に関する事業に従事しようとする学徒であって高等学校以上
の学校に在学している

【その他】

定めなし

医療機関名 奨学金の名称

公益財団法人金森和心会雲雀ヶ丘病院 奨学金内規

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

法人の経営する事業に従事し精神障害者の医療厚生に著しく貢献した場合

貸付期間の1.5賠の期間の就学で免除 ―

（准）看護師養成施設等に在学中（入学決定者）で、卒業後に当施設へ入職希望の方 ―

2名



【相双地区】

所在 連絡先

広野町
0240-27-2901

事務部長　横田

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

所在 連絡先

富岡町 0240-22-6522

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

在学期間2～3年間

―契約書に基づき、借入期間の2倍の期間勤務した場合

○
【助産師、保健師】

○ ○

奨学金の名称

３年等
（在学期間）

２年
（在学期間）

在学期間

入学支度金３００，０００円
修学費用月額１００，０００円

入学支度金１００，０００円
修学費用月額４０，０００円

―

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

入学支度金３００，０００円
修学費用月額１００，０００円

当院の看護補助者～卒業後に当院に就職予
定

入学支度金１００，０００円
修学費用月額４０，０００円

当院の看護補助者～准看養成所～卒業
後に当院就職予定

入学金と授業料、教材費、スクーリング費
用

医療機関名 奨学金の名称

医療法人社団養高会高野病院 奨学金貸与

生徒（個人）から直接申込

なし

月額50,000円
学費、住居費、通学費等

なし

養成機関を卒業し資格取得後、奨学金貸与期間以上法人に勤務で全額免除

在学期間3～4年間 在学期間2年間

(医)邦諭会とみおか診療所 奨学資金支給規程

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生

決まっていない

なし

医療機関名



【相双地区】

所在 連絡先

新地町
0244-63-2100

総務課

申込方法

支援対象者・条件

貸与予定定員

貸与額

支給期間

返還時の利子

返還免除の条件

養成所の新入生及び在学生で卒業後当院で看護師として働く意思がある方

在学期間3年間 在学期間2年間 在学期間2年間

なし

学校を卒業し資格取得後、奨学生貸与期間の１．５倍法人に勤務で全額免除

決まっていない

月額５０，０００円（学費）

医療機関名 奨学金の名称

渡辺病院 渡辺病院看護師奨学金制度

生徒（個人）から直接申込

①看護学生
※【】内は看護師以外に対象となる資格

②准看護学生 ③准看護師から正看護師を目指す学生


